
大阪市民間老朽住宅建替支援事業 

従前居住者家賃補助制度補助金交付要領 

 

制  定  平成 ７年４月１日 

最近改正  平成31年４月１日 

 

（目的） 

第１条 この要領は、大阪市民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度補助金交付要綱（以下「要

綱」という。）第２２条の規定に基づき、民間老朽住宅建替支援事業従前居住者家賃補助制度の細目を定

めることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要領における用語の意義は、要綱に定める意義と同一とする。 

 

（家賃補助の基準額等） 

第３条 要綱第３条第２項第２号、同条第３項第２号及び同条第４項第２号で定める世帯収入（入居者全員

（中学生以下の入居者を除く。）の収入の合計額をいう。以下同じ。）の基準額は、世帯人員に応じて下

記のとおり定める年間所得金額とする。 

１人 ５，８４４，０００円（給与収入換算 ７，８２６，６６６円） 

  ２人 ６，２２４，０００円（給与収入換算 ８，２４８，８８８円） 

  ３人 ６，６０４，０００円（給与収入換算 ８，６７１，１１１円） 

  ４人 ６，９８４，０００円（給与収入換算 ９，０９３，３３３円） 

  ５人 ７，３６４，０００円（給与収入換算 ９，５１５，５５５円） 

  ６人 ７，７４４，０００円（給与収入換算 ９，９３７，７７７円） 

２ 高齢者等世帯にあっては、前項の収入の基準額は、世帯人員に応じて下記のとおり定める年間所得金額

とする。 

  １人 １，８９６，０００円（給与収入換算 ２，９６７，９９９円） 

  ２人 ２，２７６，０００円（給与収入換算 ３，５１１，９９９円） 

  ３人 ２，６５６，０００円（給与収入換算 ３，９９５，９９９円） 

  ４人 ３，０３６，０００円（給与収入換算 ４，４７１，９９９円） 

  ５人 ３，４１６，０００円（給与収入換算 ４，９４７，９９９円） 

３ 前２項の世帯収入の算定については、公営住宅法施行令（昭和２６年６月３０日政令第２４０号）第１

条第３号の規定を準用するものとする。 

 

（家賃補助金の請求方法） 

第４条 要綱第９条第１項で定める家賃補助金の請求は、下記の期日（本市の定める休日である場合は、そ

の日以前の直近の休日でない日）までに請求するものとする。ただし、要綱第 10 条第２項の規定による

通知を受けた補助決定対象者にあっては、当該通知後速やかに、かつ、当該通知を受けた年度の次の年度

の４月末日（本市の定める休日である場合は、その日以前の直近の休日でない日）までに請求するものと

する。 

   ４～ ７月分   ８月３１日 

   ８～１１月分  １２月２８日 

  １２～ ３月分   ３月３１日 

 

（更新時における世帯収入の基準額） 

第５条 要綱第１２条第５項で定める更新時における世帯収入の基準額は、第３条第１項の基準額の１．２

５倍とする。 

ただし、仮移転入居者にあっては、第３条第１項の基準額とする。 

２ 要綱第１２条第６項前段に定める更新時における世帯収入の基準額は、第３条第２項の基準額とする。 



附 則 

１ 本要領は平成７年４月１日から施行する。 

２ 本要領の施行の際、大阪市民間老朽住宅建替再入居者家賃補助制度実施要綱（平成５年６月１日施行）

により、建替再入居者家賃補助登録申請受理通知書を受けた者については、本要領の適用を受けるもの

とする。 

３ 大阪市民間老朽住宅建替再入居者家賃補助制度実施要領（平成５年６月１日施行）は廃止する。 

 

附 則 

 本要領は平成８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

本要領は平成９年４月１日から施行する。 

 

附 則 

本要領は平成１０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

本要領は平成１１年１１月８日から施行する。 

 

附 則 

本要領は平成１２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

本要領は平成１３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

本要領は平成１８年４月１日から施行する。 

 

附 則 

１ この要領は平成１９年６月１日から施行する。 

２ この要領の施行の日までに、要綱の第４条第３項による通知書を受けた申請者に関する規定は、なお従

前の例によるものとする。 

 

附 則 

この要領は平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は平成２５年９月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は平成２７年４月１日から施行する。 

 

 

附 則 

 この要領は平成28年４月１日から施行する。 

 



附 則 

 この要領は平成31年４月１日から施行する。 


